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１．投資⽅針

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５

・ 2035年をターゲットイヤー＊とし、ターゲットイヤーの決算⽇
までの期間中における信託財産の着実な成⻑と、ターゲットイ
ヤーの決算⽇の翌営業⽇以降における安定した収益の確保を⽬
指して運⽤を⾏います。

* ターゲットイヤーとは、各々の受益者が想定する退職などのラ
イフイベントの到来時期を意味します。

・ 主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に
国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先
進国の不動産投資信託証券（リート）等への分散投資を⾏いま
す。

・ ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて段階的に国内および
先進国の債券（先進国の債券は為替ヘッジを⾏うものを含みま
す。）への実質投資割合を⾼めることにより、ポートフォリオ
の運⽤リスクを低下させていく運⽤を基本とします。

・ 基本的資産配分は、ターゲットイヤーにおける決算⽇までの期
間中、国内外の経済・市場環境を対象とした調査・分析結果に
基づき、原則として1年ごとに⾒直します。

・ ターゲットイヤーにおける決算⽇の翌営業⽇より、国内および
先進国の債券ならびに短期⾦融資産等への分散投資を⾏います。

・ 実質組⼊外貨建資産については、⼀部為替ヘッジを⾏います。
・ 資⾦動向、市況動向等に急激な変化が⽣じた場合、純資産総額

が運⽤に⽀障をきたす⽔準となった場合および信託が終了する
場合等のやむを得ない事情が発⽣したときは、上記のような運
⽤ができない場合があります。

次の各マザーファンドの受益証券を主要投資対象＊とします［括弧内
は各マザーファンドの運⽤ベンチマークを⽰します］。

・ ＲＭ国内債券マザーファンド ［ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ総合］
・ ＲＭ先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) ［FTSE世界

国債インデックス（除く⽇本、円ヘッジ・円ベース）］
・ ＲＭ先進国債券マザーファンド ［FTSE世界国債インデックス

（除く⽇本、円換算ベース）］
・ ＲＭ新興国債券マザーファンド ［ＪＰモルガンＧＢＩ−ＥＭグ

ローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）］
・ ＲＭ国内株式マザーファンド ［東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配

当込み）］
・ ＲＭ先進国株式マザーファンド ［ＭＳＣＩ−ＫＯＫＵＳＡＩ指

数（配当込み、円換算ベース）］
・ ＲＭ新興国株式マザーファンド ［ＭＳＣＩエマージング・マー

ケット指数（配当込み、円換算ベース）］
・ ＲＭ国内リートマザーファンド ［東証ＲＥＩＴ指数（配当込

み）］
・ ＲＭ先進国リートマザーファンド ［Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数

（除く⽇本、配当込み、円換算ベース）］
＊ 設定時点における主要投資対象であり、将来の市場環境および

市場構造の変化等によっては、⼀部のマザーファンドへの投資
割合がゼロとなる場合や、新たに主要投資対象を追加する場合
があります。
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２．主要投資対象

当ファンドの運⽤⽅針に対し、適切に⽐較できる指数が存在しないため、
ベンチマークおよび参考指数を設定しておりません。

４．ベンチマーク

2019年4⽉23⽇
５．信託設定⽇

2045年3⽉27⽇まで

６．信託期間

次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、
受託会社と合意の上、繰上償還することができます。
• 信託財産の純資産総額が20億円を下回ることとなったとき。
• 繰上償還することが受益者のため有利であると認めるとき。
• やむを得ない事情が発⽣したとき。

７．償還条項

年１回決算 3⽉25⽇(休業⽇の場合は翌営業⽇)

８．決算⽇

・ 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
・ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、

取得時において信託財産の純資産総額の20％以下とします。
・ 投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信

託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純
資産総額の5％以下とします。

・ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

３．主な投資制限

ファンドの純資産総額に対して以下の率を乗じて得た額とします。
・ 2025年の決算⽇翌⽇〜2035年の決算⽇（第7計算期間〜第16
計算期間）: 年率0.275％（税抜0.250％）
［内訳（税抜）：委託会社 年率0.115％、販売会社 年率0.115％、
受託会社 年率0.020％］
・ 2035年の決算⽇翌⽇以降（第17計算期間以降）： 年率
0.220％（税抜0.200％）
［内訳（税抜）：委託会社 年率0.090％、販売会社 年率0.090％、
受託会社 年率0.020％］

９．信託報酬



■当資料は、⾦融商品取引法に基づく開⽰資料ではありません。■当資料は、確定拠出年⾦法第24条および関連政省令に規定されている｢運⽤の⽅法に係る
情報の提供｣に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を⽬的とするものではありません。■投資信託は、値
動きのある有価証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運⽤成
果が保証されているものではありません。投資信託の運⽤による損益は、投資信託をご購⼊のお客さまに帰属します。

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５

⼀般社団法⼈投資信託協会分類：追加型投信／内外／資産複合

本商品は元本確保型の商品ではありません

確定拠出年⾦向け説明資料

・ 監査法⼈に⽀払うファンドの監査費⽤は、計算期間を通じて
⽇々計上され毎計算期間の最初の６ヵ⽉終了⽇および毎計算期
末または信託終了のとき信託財産中から⽀払われます。

・ 有価証券等の売買にかかる売買委託⼿数料、先物取引・オプ
ション取引等に要する費⽤は、証券会社等に都度⽀払われます。

・ 外貨建資産の保管等に要する費⽤は、海外の保管機関に都度⽀
払われます。

・ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費⽤等は都
度⽀払われます。

上記、その他の費⽤・⼿数料にかかる消費税等相当額も含みます。
これらその他の費⽤・⼿数料は、運⽤状況等により変動するため、
事前に料率、上限額等を⽰すことはできません。

※ 上場投資信託証券、上場不動産投資信託証券は市場の需給によ
り価格形成されるため、これら費⽤を表⽰することができませ
ん。

※ 上記の⼿数料等の合計額については、購⼊⾦額や保有期間等に
応じて異なりますので、上限額等を事前に⽰すことができませ
ん。

１円以上１円単位
１１．お申込み単位

購⼊申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額（１万⼝当たり）

１２．お申込価額

ありません。

１３．お申込⼿数料

換⾦申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額（１万⼝当たり）
１４．ご解約価額

ありません。
１５．信託財産留保額

原則として年１回の決算時に収益分配⽅針に基づいて分配を⾏います。
※収益分配⾦は、⾃動的に無⼿数料で全額再投資されます。

１６．収益分配

受益者が確定拠出年⾦法に規定する資産管理機関および国⺠年⾦基⾦連
合会等の場合は、収益分配⾦および換⾦時・償還時の個別元本超過額に
対する所得税および地⽅税はかかりません。
また、確定拠出年⾦制度の加⼊者については、確定拠出年⾦の積⽴⾦の
運⽤にかかる税制が適⽤されます。
※上記は2024年11⽉末現在のものです。

１８．課税関係

当ファンドの基準価額は、実質的に組み⼊れている有価証券等の値動き
により影響を受けますが、運⽤により信託財産に⽣じた損益はすべて投
資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元
本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、
投資元本を割り込むことがあります。

１９．損失の可能性

当ファンドは、預⾦や保険契約ではなく、預⾦保険機構、保険契約者
保護機構の対象ではありません。また、登録⾦融機関で取扱う場合、
投資者保護基⾦の補償対象ではありません。

２０.セーフティネットの有無

解約価額×保有⼝数
注：解約価額が１万⼝当たりで表⽰されている場合は、
10,000で除してください。

２１．持分の計算⽅法

りそなアセットマネジメント株式会社
（ファンドの運⽤の指図を⾏います。）

２２．委託会社

以下の⽇は、購⼊・換⾦の申込を受け付けません。
• ニューヨークの銀⾏、ニューヨーク証券取引所、ロンドンの銀⾏お

よびロンドン証券取引所の休業⽇
⾦融商品取引所等における取引停⽌、外国為替取引の停⽌、決済機能の
停⽌、その他やむを得ない事情が発⽣した場合には、購⼊・換⾦のお申
込みの受付けを中⽌することおよびすでに受付けた購⼊・換⾦のお申込
みを取消すことがあります。また、確定拠出年⾦制度上、取得申込・解
約請求ができない場合がありますので、詳しくは運営管理機関にお問い
合わせください。

１７．申込不可⽇等１０．信託報酬以外のコスト

株式会社りそな銀⾏
（ファンドの財産の保管および管理を⾏います。）

２３．受託会社
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1. 市場リスク ①株価変動リスク: 株価は、政治・経済情勢、発⾏企
業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の
下落要因となります。 ②⾦利（債券価格）変動リスク: ⾦利（債
券価格）は、⾦融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部
評価の変化等を反映して変動します。債券価格は、⼀般に⾦利が
上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債券価格
が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。 ③リー
トの価格変動リスク:リートの価格は、不動産市況（不動産価格、
賃貸料等）、⾦利・景気動向、社会情勢の変化、関係法令・各種
規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格お
よび分配⾦がその影響を受け下落した場合は、基準価額の下落要
因となります。 ④為替変動リスク: 為替相場は、各国の経済状況、
⾦利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当
ファンドは、実質的に外貨建資産に投資を⾏いますので、投資先
の通貨に対して円⾼となった場合には、基準価額の下落要因とな
ります。また当ファンドは原則として為替ヘッジにより為替変動
リスクの⼀部低減を図ることとしていますが、当該部分の為替変
動リスクを完全に排除できるものではありません。なお、為替
ヘッジを⾏う通貨の短期⾦利より円短期⾦利が低い場合には、そ
の⾦利差相当分のコストがかかります。

2. 資産配分リスク:複数資産（国内・外の株式、債券、リート等）へ
の投資を⾏うため、投資割合が⾼い資産の価格が下落した場合、
当ファンドの基準価額はより⼤きく影響を受け損失を被ることが
あります。

3. 信⽤リスク:実質的に組み⼊れている有価証券等の発⾏体が倒産し
た場合、発⾏体の財務状況が悪化した場合またはそれらが予想さ
れた場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価
値がなくなることにより、基準価額の下落要因となります。

4. 流動性リスク:時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、
市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が低下している場合、
急激かつ多量の売買により市場が⼤きな影響を受けた場合等、市
場実勢から期待できる価格よりも⼤幅に不利な価格で売買せざる
を得ないことがあり、この場合、基準価額が下落する要因となり
ます。

5. カントリーリスク: 投資対象国・地域において、政治や経済、社会
情勢等の変化または⾦融取引等に関する規制の新設や変更により、
実質的に組み⼊れている有価証券等の価格が⼤きく変動すること
があります。そのため基準価額が予想以上に下落することや、投
資⽅針に沿った運⽤が困難となることがあります。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
＜その他の留意点＞
• 当ファンドのお取引に関しては、⾦融商品取引法第37条の６の規定

（いわゆるクーリングオフ）の適⽤はありません。
• 当ファンドは、ファミリーファンド⽅式により運⽤を⾏います。その

ため、当ファンドと同じマザーファンドを投資対象とする他のベビー
ファンドの追加設定・解約により資⾦の流出⼊が⽣じた場合、その結
果として、当該マザーファンドにおいても組⼊有価証券の売買等が⽣
じ、当ファンドの基準価額に影響をおよぼすことがあります。

• 当ファンドは、⼤量の解約が発⽣し短期間で解約資⾦を⼿当てする必
要が⽣じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等
に、⼀時的に組⼊資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価
格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換⾦の
お申込みの受付けが中⽌となる可能性、換⾦代⾦のお⽀払いが遅延す
る可能性があります。

２４.基準価額の主な変動要因


